
 
 

管内行政概要        
 

 

令和２年度 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

          松原１９９地区 急傾斜地崩壊対策工事 安芸太田町中筒賀 

           

広島県西部建設事務所安芸太田支所 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表紙の写真の説明  

 

松原 199地区 急傾斜地崩壊対策工事 

 安芸太田町中筒賀松原 

 松原１９９地区は，一般国道１９１号の南側，太田川右岸に位置し，入り組んだ谷地形が存

在することから，過去に崩壊が発生したと想定される斜面である。斜面の下方，被害想定区域

には，家屋が点在するほか，地域防災計画に位置付けられている避難路も位置している。 

このため，地域の生命・財産の保全を図る目的で，平成２７年に急傾斜地に指定し，鋭意工

事を進めてきており，令和２年４月に完成した。 

 

【工事概要】 

   工事延長 170ｍ  保全対象 家屋６件，町道松原山之廻線（避難路） 
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                Ⅲ 主 要 施 策  

  

 １ 道路の整備 

 

   管内は中山間地域に含まれており，地域の交通手段は自動車交通の依存度が極めて高い。地域

づくりや地域の交流を促進していくためには，道路の整備・充実が不可欠である。 

     このため，「広島県道路整備計画２０１６」（平成 28年度～平成 32年度）に基づき，広域的な

ネットワークの形成を図る地域間道路，日常生活の利便性の向上等を図る地域内道路，更に市町

の合併を支援する道路など，地域のニーズや社会経済情勢の変化に対応した道路網の整備を推進

する。 

     

 （１）一般国道の整備 

    管内道路網の骨格として，地域間交流の円滑化，地域経済の活性化及び定住基盤の充実等を

図るため，未改良区間の多い国道４３３号の一次改築や，国道１８６号及び国道１９１号の線

形不良区間の二次改築等の整備を推進する。 

 

区  分 事   業   概   要 

国道１８６号 

北 広 島 町      

（旧芸北町）      

安芸太田町      

（旧加計町） 

（旧戸河内町） 

（旧筒賀村） 

○ 本路線は，江津市を起点に，北広島町（旧芸北町）安芸太田町（旧

加計町，旧戸河内町及び旧筒賀村）を経由して，大竹市に至る路線

である。 

○ 歩行者や自転車利用者の安全で快適な通行を確保し，交通事故を

防止するとともに，交通の円滑化を図るため，北広島町の細見地区

と川小田地区において歩道を整備する交通安全事業を実施してい

る。 

国道１９１号 

北 広 島 町      

（旧芸北町） 

安芸太田町      

（旧戸河内町） 

（旧加計町） 

○  本路線は，下関市を起点に，益田市を経由し北広島町（旧芸北町）

安芸太田町（旧戸河内町及び旧加計町）を経て，広島市に至る路線

である。 

○ 安芸太田町松原地区において，積雪時の立ち往生等を解消するた

め，現在，急勾配及び線形不良区間の改築に向け調査・測量を進め

ている。 

○ 本路線が通過する安芸太田町（旧戸河内町）上殿地区には，中国

自動車道の戸河内インターチェンジが設けられており，交通ネット

ワークの充実強化を図るため，平成 16年度に土居バイパス（発坂ト

ンネル）の工事に着手し，平成 20年４月に供用開始した。 

   土居バイパス 安芸太田町土居（旧戸河内町） 

 

発坂トンネル 
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区  分 事   業   概   要 

国道４３３号 

安芸太田町 

（旧加計町） 

北 広 島 町      

（旧豊平町） 

（旧千代田町） 

○  本路線は，大竹市を起点に，安芸太田町（旧加計町）北広島町（旧

豊平町及び千代田町）を経由して，三次市に至る路線である。 

○ 管内の急峻な山地部は，未改良部分が多く，現在，北広島町内の加

計豊平バイパスで改良工事を進めている。 

 安芸太田町（旧加計町）内は平成 16年度までに完成している。 

 北広島町（旧豊平町）内は安芸太田町との行政界から県道溝口加

計線との交差点までの区間が平成 26年５月に完成した。 

○ 北広島町（旧豊平町）志路原では，通学路の安全確保を図るため，

歩道の整備を進め，平成 30年度に完成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

加計豊平バイパス 北広島町（旧豊平町） 

 

（２）主要地方道の整備 

高速道路や一般国道の整備との整合性を図りながら，生活圏域相互の交流の促進や日常生活の

利便性の向上等を目的とした，効率的な整備を推進する。 

区  分 事   業   概   要 

主 要 地 方 道 

浜田八重可部線 

北 広 島 町      

（旧大朝町） 

（旧千代田町） 

○ 本路線は，浜田市から北広島町（旧大朝町・旧千代田町）の中心地

を経て国道５４号に接続し，広島市安佐北区に至る地域間の幹線道路

である。 

○ 北広島町（旧千代田町）川井地区では，地域間連絡道路として整備

の促進を図り，平成 28年度に完成した。 

 また北広島町（旧大朝町）（大朝～新庄間）では，合併支援道路と

して整備の促進を図り平成 18年度に完成した。 

○ 千代田インターチェンジ周辺開発事業として，「道の駅 
まい

舞ロード 
インター

ＩＣ千代田」を整備した。 

  また，当道の駅内のトイレでは，平成 30年度に，内装及び設備の

改修工事を行った。   

  

       

 

 

 

 

 
             

川井地区 北広島町（旧千代田町）   道の駅舞ロードＩＣ千代田トイレ（旧千代田町） 
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区  分 事   業   概   要 

主 要 地 方 道 

旭 戸 河 内 線 

安芸太田町      

（旧戸河内町） 

北 広 島 町      

（旧芸北町） 

○ 本路線は，広島県と島根県を結ぶ国道１９１号から分岐し，国道 

 １８６号を横断し，島根県浜田市旭町に至る広域的な幹線道路であ

る。 

○ 北広島町（旧芸北町）大利原～才乙は，「広島県新道路整備計画」

において未着手区間となり,平成 20年度から平成 21年度にかけて，

道路再生改良事業により局部的な整備を行った。 

主 要 地 方 道 

安佐 豊平芸北 線 

北 広 島 町      

（旧豊平町） 

（旧芸北町） 

○  本路線は，広島市安佐北区で国道２６１号から分岐し，北広島町

都志見を横断し，北広島町細見で国道１８６号に接続する地域内連

絡幹線道路である。 

○  平成 18年度に，山県郡北広島町移原及び山県郡北広島町烏帽子 

地区の（主）広島豊平線交差点付近の整備が完了した。                                                                                                                             

主 要 地 方 道 

千代 田八千代 線 

北 広 島 町      

（旧千代田町） 

○ 本路線は,北広島町惣森から北広島町（旧千代田町）の中心部を経

由し，安芸高田市八千代町で国道５４号に接続する地域間連絡幹線

道路である。 

○  平成 21 年４月に北広島町出原地区が完成し，平成 24 年度に道路

改良再生事業により下畑地区の整備を行った。平成 28年度より引き

続き下畑地区の整備を進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
下畑地区 北広島町（旧千代田町） 

 

主 要 地 方 道 

芸 北 大 朝 線 

北 広 島 町      

（旧芸北町） 

（旧大朝町） 

○ 本路線は，北広島町移原と北広島町大朝を結び，終点の旧大朝町

で国道２６１号に接続する地域内連絡道路である。 

○  平成 24年度に，北広島町高野～大谷間の整備が完了した。また，

大朝工区は平成 15 年度に西横バイパス，平成 22 年度に朝枝バイパ

スが開通し，平成 28年度に大朝地区の整備が完了した。引き続き鳴

滝地区の整備を進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
大朝地区 北広島町（旧大朝町） 
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 （３）一般県道の整備 

      隣接市町の中心地を結ぶ生活道路として地域の振興及び生活の豊かさ向上を図るため， 

   緊急度の高い箇所から整備を推進する。 

 

区  分 事  業  概  要 

一 般 県 道 

七 曲 千 代 田 線 

北 広 島 町      

 （旧豊平町）       

  （旧千代田町）        

○  本路線は，北広島町内の旧豊平町と旧千代田町を結ぶ地域内連絡道

路（地域幹線道路）であり，平成 14年度から合併支援道路に位置づ

けられた重要な路線である。 

○  北広島町（旧豊平町）萩原地区は平成 16年度に，北広島町（旧千

代田町）本地地区は平成 18年度に完成した。 

○  大畠橋の橋梁架替事業は平成 21 年度に着手し，平成 25 年度に完

成した。 

○ 現在，旧豊平町阿坂地区で，歩道の整備を進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  大畠橋 北広島町（旧豊平町） 

一 般 県 道 

都志見千代田線 

北 広 島 町      

  （旧千代田町）        

○  本路線は，北広島町内の都志見から春木を結ぶ地域内連絡道路（地

域幹線道路）である。 

○  北広島町（旧千代田町）今田地区の７５０ｍ区間においては，平

成 23年度から事業に着手し，平成 28年度に整備が完了した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

今田地区 北広島町（旧千代田町） 
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区  分 事   業   概   要 

一 般 県 道 

弁 財 天 加 計 線 

安芸太田町 

（旧戸河内町） 

○  本路線は，安芸太田町の寺領地区から土居地区で国道１９１号に

接続する地域内連絡道路（地域幹線道路）である。 

○  平成 26年から工事に着手し，現在，橋梁を整備中である。 

   

  

       

 

 

 

 

 
             

 

 

 

 

 

 

土居地区 安芸太田町（旧戸河内町） 
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 （４）都市計画道路の整備 

    都市計画道路は都市の骨格をなす道路であり，市街地の円滑な交通処理や物流の迅速化及び

都市の計画的な発展を図るため都市計画に位置づけ整備を進めている。 

 

区  分 事  業  概  要 

都 市 計 画 道 路 

春 木 本 郷 線 

北 広 島 町      

（旧千代田町）        

○ 北広島町（旧千代田町）今田の市街地を通過する一般県道都志見

千代田線は，道路幅員が狭く，離合困難箇所が残っている。 

○ このような状況を改良し，交通の安全性と円滑性を確保するため，

平成 24 年度に都市計画変更のあった千代田都市計画道路春木本郷

線について，平成 28年度に整備が完了した。 

 

 （５）交通安全施設等の整備 

    歩行者や自転車利用者の安全で快適な通行を確保し，交通事故を防止するとともに，交通の

円滑化を図るため，歩道，道路標識，防護柵及び路面表示等を整備する。 

    また,近年，安芸太田町と北広島町が連携して取り組んでいるサイクルツーリズムを推進する

ため，令和元年度からサイクリングコース案内の標識等の整備を進めている。 

 

 

                        

  （国）186号 歩道の整備 北広島町（旧芸北町）   （主）安佐豊平芸北線 路面表示 北広島町（旧芸北町） 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイクリングコース案内標識等 

 

 

 

 

 
施工前 

施工後 
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 （６）道路防災 

管内は，平地が少なく地形が急峻であり落石崩土等の危険箇所が極めて多く，これらの災害

の発生を未然に防止し，通行の安全を確保する必要がある。このため，緊急度の高い箇所から

重点的に整備している。 

特に，緊急輸送道路である国道１９１号については，最優先課題として取り組んでいる。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国道 191号 落石防止網・モルタル吹付           国道 191号 高強度落石防止柵 

        安芸太田町川手（旧戸河内町）               安芸太田町穴（旧加計町）       

 

２ 河川の整備及び河川内の堆積土等除去 

（１）河川の整備 

管内の管理河川は，一級河川である太田川水系と江の川水系の 26河川で，その流路延長は，

約 269ｋｍに及び，改修率は 51.3％となっている。江の川水系では，広域基幹河川改修事業

を計画的に進めており，特に，江の川本川の改修を重点的に推進し，早期の完成を図ること

としている。 

     また，河川の整備に当たっては，「多自然川づくり」の考え方に基づいた整備を積極的に推

進している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

広域基幹河川改修事業（江の川・川戸工区）      広域基幹河川改修事業（志路原川・春木工区） 

 

 

（２）河川内の堆積土等除去 

    河川内の堆積土や樹木は，洪水時に流れを阻害することで河川の水位を上昇させ，洪水など

の災害を助長する恐れがある。このため，定期的に実施している河川巡視・点検を通じて，堆

積土等により治水上影響がある箇所の浚渫を計画的に実施している。 
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             浚渫前                浚渫後 

      ⇒  

                   江の川水系江の川 北広島町新庄（旧大朝町） 

 

３ 砂防・急傾斜地の整備及び土砂災害警戒区域等の指定 

  （１）砂防施設 

  管内において，土石流の土砂災害警戒区域の指定箇所数（R2.3.26時点）は，1,210箇所，

砂防指定地は 122渓流に及んでいる。これらの渓流では，地質が主として風化花崗岩で形成

され地形も急峻なことなどから，山腹が崩壊しやすく，長雨や集中豪雨等による大量の土砂

流出によって，過去幾度も，家屋，耕地，公共施設等の流出・埋没や人命を失う災害が発生

している。 

  このため，管内において砂防堰堤や渓流保全工などの整備を推進している。 

     また，ソフト面の対策として，平成 22年度から土砂災害ポータルひろしまの運用を開始し，

土砂災害に関する情報提供を行っている。 

区  分 事    業    概    要 

通 常 砂 防 事 業 

○  流域における荒廃地域の保全及び土石流等の発生による土砂災害か

ら家屋，耕地，公共施設等を守るため，砂防えん堤や渓流保全施設等

を整備する。 

○ 事業中箇所 

補助事業：上峠川  北広島町（旧芸北町） 

              小僧津川 安芸太田町（旧加計町） 

  単独事業：坪野川  安芸太田町（旧加計町）外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
上峠川の砂防えん堤 北広島町（旧芸北町）   小僧津川の砂防堰堤 安芸太田町（旧加計町） 

    

（２） 急傾斜地崩壊防止施設 

     管内において，急傾斜地の土砂災害警戒区域の指定箇所数(R2.3.26時点)は，1,885箇所に及

び，過去集中豪雨等によって，人命・財産に多大な被害が発生している。このうち 55箇所につ

いては，急傾斜地崩壊危険区域に指定して崩壊防止施設を整備しているが，引き続き崩壊防止施

設の整備を推進する。 
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   区  分 事    業    概    要 

急 傾 斜 地 崩 壊 

対 策 事 業 

○  大雨や台風時の降雨の影響などによるがけ崩れ災害から，人命と財

産を守るため，擁壁，排水路及び法枠等の急傾斜地崩壊防止施設を整

備する。 

○ 事業中箇所 

  遅越地区 安芸太田町（旧加計町） 

  清水原地区 北広島町（旧千代田町）外 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

遅越地区 安芸太田町（旧加計町）   清水原地区 北広島町（旧千代田町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
鳥屋地区 安芸太田町（旧加計町）   松原 199地区 安芸太田町（旧筒賀村） 

令和 2年 3月完成             令和 2年 4月完成 

 

  （３）土砂災害警戒区域等の指定 

土砂災害が発生するおそれがある土地の区域を明らかにし，警戒避難体制の整備などのソフ

ト対策を推進することで，住民などの生命や身体を土砂災害から守るため，基礎調査実施計画

に基づく調査を行い，指定を完了した。  

引き続き土砂災害警戒区域等の認知度を高めるための取組を行っていく。 

 

区  分 事 業 概 要 

令和２年３月 26日 

現在の指定状況 

（土石流，急傾斜地，地すべり） 

 

○安芸太田町 1,136箇所 

○北広島町  1,970箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清水原の最新の写真 

松原 199 の最新の写真 
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  （４）砂防出前講座 

身近にある危険な箇所を認識し，土砂災害から自分の命を守る力を身につけていく

ため，小・中学校に対して体験型の授業「砂防出前講座」を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            被災者による体験談                 ハザードマップの作成   

                    砂防出前講座の様子（北広島町立壬小学校） 
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Ⅳ 維 持 管 理 

１ 管理の状況 

 (1) 概況 

当支所が管理する公共施設は，道路施設が国道・県道合わせ 34路線，延長約 468km，河

川施設が一級河川 26河川，延長 269km，砂防指定地が 122渓流，急傾斜地崩壊危険区域が

55地区，地すべり防止区域が３地区となっている。 

これらの施設の管理については，通常パトロールを実施し，危険箇所の点検及び補修並び

に関係法令違反行為（不法占用行為等）の早期発見など適正な管理に努めている。 

 

(2) 道路河川等許可等の状況 

区    分 
許認可等件数 

摘  要 
平成 30年度 令和元年度 

道 路 占 用 関 係 

道 路 工 事 施 工 承 認              

道 路 復 旧 命 令              

特 殊 車 両 通 行              

道 路 損 害 賠 償              

河 川 法 関 係              

普 通 河 川 工 事 許 可              

砂防指定地内制限行為・占用 

急 傾 斜 地 内 制 限 行 為              

境 界 確 定 協 議 ・ 証 明             

道 路 幅 員 証 明              

253 

     14 

  51 

  300 

    6 

    100 

     18 

   27 

      1 

     17 

      1 

276 

      9 

  31 

  277 

    5 

    118 

     23 

   75 

      0 

     31 

      2 

道路法 32，35，91条 

道路法 24条 

道路法 22条 

〔協議回答を含む〕  

国家賠償法２条 

河川法 20,23,24,26,27条 

 

 

 

道路・河川・砂防等 

 

計 788 847  

 

(3）広島県アダプト制度 

マイロードシステム，ラブリバー制度を統合して，平成 20 年度からアダプト団体に活動

奨励金を支給する広島県アダプト活動支援事業がスタートし，住民・企業・団体等と県・市・

NPO 法人が協力して，道路・河川の管理・美化活動に取り組んでいる。 

 

アダプト活動認定団体数 

   令和２年４月１日現在 

区 分 認定数 活動人員（人） 活動距離（ｍ） 備 考 

マイロード 61 1,196 57,723  

ラブリバー 25 458 22,228  

合 計 86 1,654 79,951  
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２ 道路の維持修繕 

高度経済成長期に建設された橋梁，トンネル等の道路施設が更新時期を迎えることから，計画的

な施設の機能維持が必要となっている。このため，施設のアセットマネジメントを活用し，中長期

的な施設の状態の把握を行いながら，効率的，効果的な維持修繕を実施する。また，パトロール及

び関係機関との連携により，通行の安全の確保に関する取組を行う。 

○橋梁補修工 

   （補修前）                 （補修後） 

   

○舗装補修工 

   （補修前）                 （補修後） 

    

○老朽施設の更新工事 

   （更新前・ナトリウム灯）          （更新後・ＬＥＤ灯） 
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３ 除 雪 

降雪時の道路交通を確保するため，積雪量の多い 12月 1日から 3月 15日までの期間を重点的に，

迅速かつ適切な除雪活動ができるよう除雪体制を整えている。 

 管内の除雪対象路線総延長は 473ｋｍに及び，グレーダー，除雪ロータリー，タイヤショベル等

の除雪機械 100 台余り（委託等）が，随時除雪作業にあたっている。 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             除雪作業状況 

 

   令和元年度更新車輛 

 



１　令和元年度・２年度事業費

前年度比

B/A

箇所数 事業費(千円) 箇所数 事業費(千円) 箇所数 事業費(千円) ％

(1) (34,700) (1) (50,700) (3) (69,000)
3 117,000 3 101,000 2 23,000

(9) (441,636) (9) (507,636) (3) (120,000)
7 389,200 7 356,200 4 356,000

(0) (0) (0) (0) (0) (0)
0 0 0 0 6 269,100

(1) (247,995) (1) (247,995) (1) (15,180)
1 49,000 1 49,000 1 35,000

(11) (724,331) (11) (806,331) (7) (204,180)
14 725,700 14 695,700 16 860,100
(5) (116,800) (5) (112,590) (1) (20,500)
0 0 0 0 2 42,000

(5) (116,800) (5) (112,590) (1) (20,500)
0 0 0 0 2 42,000

(10) (105,620) (10) (126,521) (6) (198,810)
7 267,750 7 267,750 7 341,250

(0) (0) (1) (8,400) (1) (8,400)
1 21,000 1 17,900 1 18,900

(10) (181,829) (10) (192,331) (5) (131,909)
5 168,000 5 157,393 4 170,100

(2) (72,000) (2) (72,000) (0) (0)
0 0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0)
0 0 0 0 0 0

(2) (63,000) (2) (65,387) (0) (0)
0 0 0 0 0 0

(24) (422,449) (25) (464,639) (12) (339,119)
13 456,750 13 443,043 12 530,250

(3) (11,315)
28 338,732

(13) (94,207) (23) (192,134) (6) (39,843)
0 0 6 57,687 0 0

(13) (94,207) (23) (192,134) (9) (51,158)
13 114,045 9 76,106 28 338,732

(53) (1,357,787) (64) (1,575,694) (29) (614,957)
40 1,296,495 36 1,214,849 58 1,771,082

計 136.6

公
　
　
　
　
　
　
　
　
共

1 5,500 1

災
　
害

過年発生災害復旧 13 114,045 3 18,419

現年発生災害復旧

小 計 297.0

0 0

急傾斜地崩壊対策
（ 基 礎 調 査 ）
地 す べ り 対 策
（ 基 礎 調 査 ）
通 常 砂 防
（ 基 礎 調 査 ）

小 計

砂
　
　
　
　
防

通 常 砂 防

通 常 砂 防
（ 緊 急 改 築 ）

急傾斜地崩壊対策

急傾斜地崩壊対策
（ 緊 急 改 築 ）

0 0 0 0

116.1

小 計 118.5

河
　
川

河 川 改 修

小 計 ―

5,500 1 13,000

除 雪
交 付 金

2 165,000 2 184,000 2 164,000

道
　
　
　
　
路

交 通 安 全 施 設
交 付 金

道 路 災 害 防 除
交 付 金

道 路 災 害 防 除
補 助

舗 装 道 補 修
交 付 金

Ⅴ  業   務   の   概   要

区 分 事 業 別

令和元年度 令和２年度

当　　初　（A） 精　　算 当　　初　（B）

道 路 改 良
交 付 金
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前年度比

B/A

箇所数 事業費(千円) 箇所数 事業費(千円) 箇所数 事業費(千円) ％

(1) (27,699)
1 9,968

(2) (9,600) (2) (9,600) (1) (60,000)
3 113,600 3 173,200 3 72,200

(3) (75,340) (2) (75,340) (2) (58,800)
3 628,280 4 628,430 3 631,480

(4) (68,100) (5) (88,100) (3) (152,040)
8 268,000 8 266,620 8 215,000

(9) (153,040) (9) (173,040) (7) (298,539)
21 1,277,496 21 1,363,166 21 1,229,748
(3) (69,000) (3) (69,000) (3) (56,000)
3 56,000 3 56,000 2 25,000

(1) (9,800) (1) (9,800) (0) (0)
2 21,320 2 32,820 2 23,924

(4) (78,800) (4) (78,800) (3) (56,000)
6 131,320 7 156,370 6 128,924
(1) (7,000) (1) (7,000) (1) (8,400)
1 12,000 1 12,000 1 10,000

(1) (7,000) (1) (7,000) (1) (8,400)
10 44,900 10 44,900 10 38,400

(11) (362,939)
40 1,487,623

(53) (1,357,787) (64) (1,575,694) (40) (977,896)
81 2,793,211 78 2,813,535 98 3,258,705

(注)上段（　　）書きは前年度からの繰越事業費（事故繰越含む）で外数である。

他 部 局 受 託 事 業 1 15,000 1 6,250 0

合      計 116.7

210.6

計 41 1,496,716 42 1,598,686 99.4

単
　
　
　
　
　
　
　
　
独

1 24,000 1 24,000 1 24,000

0

そ
の
他

県土防災対策緊急事
業

2 4,000 2 4,000 2 66,551

施工監理補助事業

0

小 計 4 43,000 4 34,250 3 90,551

85.5

災
害

現年発生災害復旧 0 0 0 0 0

市 町 交 付 金 2 1,400 2 1,400 2

0

小 計 0 0 0 0 0 0

1,400

小 計

砂
　
　
　
　
防

通 常 砂 防

砂 防 維 持 修 繕 5 27,500

4,000

急傾斜地崩壊対策
（ 事 前 調 査 ）

0 0 0 0 1 1,300

5 27,500 4 21,700

急 傾 斜 維 持 修 繕 2 4,000 2 4,000 2

小 計 96.3

河
 
 
 
川

河 川 改 良

河 道 浚 渫 1 54,000 2 67,550 2

道
　
　
　
　
路

80,000

護 岸 等 修 繕

小 計 98.2

1 2,700 0 0 1 10,000

市 町 交 付 金 4 166,916 4 166,916 4 206,100

44,000

道 路 災 害 防 除

舗 装 道 補 修 1 98,000 1 128,000 1 85,000

交 通 安 全 施 設 1 44,000 1

道 路 施 設 等 維 持

道 路 改 良

橋 梁 架 換 0 0 0 0 0 0

市町土木工事受託

区 分 事 業 別

令和元年度 令和２年度

当　　初　（A） 精　　算 当　　初　（B）
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２　令和元年度用地補償実績

買収 借地
箇所 千円 筆 ㎡ ㎡ 件

交通安全施設費・交付金 4 511 0 0 143 0

道路災害防除・交付金 2 4 0 0 467 0

道 路 改 良 ・ 交 付 金 1 4 0 0 192 0

通 常 砂 防 1 220 3 812 0 0

通 常 砂 防 ・ 国 補 2 196 1 878 0 0

急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 3 115 0 0 380 0

小 計 13 1,050 4 1,690 1,182 0

道 路 施 設 等 維 持 1 1,299 3 84 0 0

道 路 災 害 防 除 4 1,566 2 245 3,137 0

護 岸 等 修 繕 12 756 19 1,476 0 0

道 路 改 良 4 19,740 18 1,431 0 0

河 川 改 良 0 0 0 0 0 0

通 常 砂 防 0 0 0 0 0 0

小　計 21 23,361 42 3,236 3,137 0

34 24,411 46 4,926 4,319 0

面　　積 家屋移
転件数

単
 
独
 
事
 
業

計

摘　要

公
 
共
 
事
 
業

買収
筆数

区
分

事　業　名
事  業
箇所数

用地補償費
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広島県西部建設事務所安芸太田支所 

〒731-3501 山県郡安芸太田町大字加計 3087 

      TEL 0826-22-0541（代） 

      FAX 0826-22-0540 


